
昭
和
三
十
四
年
大
蔵
省
・
厚
生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業

省
令
第
一
号

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
規
則

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
五
十
五
号
）
の
規
定
に
基
き
、
お
よ
び
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
小
売

商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
五

十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す

る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
実
質
的
支
配
が
可
能
な
関
係
）

第
一
条
の
二
　
法
第
一
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
主
務
省

令
で
定
め
る
関
係
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
役
員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
そ
の
者
の
役
員

又
は
職
員
が
兼
ね
る
関
係

二
　
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
の
四
分
の
一
以
上

二
分
の
一
未
満
に
相
当
す
る
議
決
権
を
有
し
、
か

つ
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の

事
業
活
動
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
な
も

の
と
し
て
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
審
査
し

て
認
め
る
関
係

イ
　
そ
の
者
が
有
す
る
そ
の
会
社
の
議
決
権
が
そ
の

者
以
外
の
い
ず
れ
か
一
の
者
が
有
す
る
そ
の
会
社

の
議
決
権
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
者
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
つ
た
者
又

は
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
る
者
が
役
員
の
総
数

の
四
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
。
（
前
号

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
会
社
に
対
す
る
関
係

イ
　
そ
の
者
が
単
独
で
法
第
一
条
の
二
第
三
項
第
二

号
に
規
定
す
る
関
係
又
は
第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
に
掲
げ
る
関
係
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
直

接
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
持
つ
て
い
る
会
社

が
単
独
又
は
共
同
で
直
接
支
配
関
係
を
持
つ
て
い

る
会
社

ロ
　
そ
の
者
及
び
そ
の
者
が
単
独
で
直
接
支
配
関
係

を
持
つ
て
い
る
会
社
が
共
同
で
直
接
支
配
関
係
を

持
つ
て
い
る
会
社

第
二
条
　
削
除

（
意
見
の
徴
収
）

第
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
条
第
一
項
ま
た
は

第
二
項
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分

に
係
る
購
買
会
事
業
を
行
う
者
お
よ
び
そ
の
利
害
関
係

人
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
害
関
係

人
の
意
見
を
き
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
案
の
要
旨
お

よ
び
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
利
害
関
係
人
は
一
定
の

期
日
ま
で
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
て
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
そ
の
事
案
に
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る

事
実

三
　
意
見

（
小
売
市
場
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
一
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び

定
款

二
　
そ
の
建
物
の
構
造
及
び
床
面
積
を
記
載
し
た
書
面

並
び
に
小
売
商
に
貸
し
付
け
、
又
は
譲
り
渡
す
部
分

及
び
店
舗
面
積
の
区
分
を
明
示
し
た
そ
の
建
物
の
平

面
図

三
　
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
貸
付
条
件
又
は
譲
渡

条
件
が
次
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を

説
明
し
た
書
面

四
　
そ
の
申
請
者
が
そ
の
建
物
の
一
部
を
小
売
商
に
そ

の
店
舗
の
用
に
供
さ
せ
る
た
め
貸
し
付
け
て
お
り
、

又
は
譲
り
渡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

か
ら
徴
す
る
貸
付
料
金
そ
の
他
の
貸
付
条
件
又
は
こ

れ
ら
の
者
か
ら
徴
す
る
譲
渡
代
金
そ
の
他
の
譲
渡
条

件
を
記
載
し
た
書
面

五
　
申
請
者
か
ら
そ
の
店
舗
の
用
に
供
す
る
た
め
貸
付

又
は
譲
渡
を
受
け
る
小
売
商
以
外
の
小
売
商
が
そ
の

建
物
の
一
部
を
そ
の
店
舗
の
用
に
供
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
小
売
商
の
数
及
び
そ
の
小
売
商
が
主

と
し
て
販
売
す
る
物
品
の
種
類
を
記
載
し
た
書
面

（
貸
付
条
件
等
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
貸
付
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
申
請
者
が
い
か
な
る

名
儀
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
店
舗
の
用
に
供
さ
せ
る
た

め
貸
し
付
け
る
小
売
商
か
ら
借
家
権
利
金
を
受
領
し

な
い
こ
と
。

二
　
借
家
権
利
金
以
外
の
貸
付
条
件
ま
た
は
譲
渡
条
件

が
そ
の
建
物
の
位
置
、
構
造
、
建
築
費
、
周
辺
の
小

売
市
場
の
貸
付
条
件
ま
た
は
譲
渡
条
件
そ
の
他
の
事

情
か
ら
見
て
適
正
で
あ
る
こ
と
。

（
小
売
市
場
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
五
条
の
二
　
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で

定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
そ
の
建
物
内
の
店
舗
面
積
の
区
分
が
変
更
さ
れ
た

こ
と
。

二
　
そ
の
建
物
内
の
店
舗
面
積
が
減
少
さ
れ
た
こ
と
。

三
　
そ
の
建
物
を
そ
の
店
舗
の
用
に
供
す
る
小
売
商

が
、
そ
の
建
物
内
の
店
舗
に
お
い
て
法
第
三
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
と
な
つ

た
こ
と
。

（
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
六
条
第
二
項
の
届
出
書
は
、
様
式
第
二
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
六
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び

定
款

二
　
そ
の
建
物
の
構
造
及
び
床
面
積
を
記
載
し
た
書
面

並
び
に
小
売
商
に
貸
し
付
け
て
い
る
部
分
及
び
店
舗

面
積
の
区
分
を
明
示
し
た
そ
の
建
物
の
平
面
図

三
　
そ
の
届
出
者
か
ら
そ
の
店
舗
の
用
に
供
す
る
た
め

貸
付
を
受
け
て
い
る
小
売
商
以
外
の
小
売
商
が
そ
の

建
物
の
一
部
を
そ
の
店
舗
の
用
に
供
し
て
い
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
小
売
商
の
数
及
び
そ
の
小
売
商

が
主
と
し
て
販
売
す
る
物
品
の
種
類
を
記
載
し
た

書
面

（
変
更
の
許
可
の
申
請
等
）

第
七
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
同
項
第
一
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第

三
の
申
請
書
を
、
同
項
第
二
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

は
様
式
第
四
の
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
様
式
第
三
の
申
請
書
に
は
、
増
築
を
伴
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
増
築
に
係
る
部
分
の
構
造
及
び
床
面

積
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
増
築
に
係
る
部
分
、
小
売

商
に
貸
し
付
け
、
又
は
譲
り
渡
す
床
面
積
の
増
加
に
係

る
部
分
及
び
そ
の
部
分
の
店
舗
面
積
の
区
分
を
明
示
し

た
そ
の
建
物
の
増
築
後
の
平
面
図
を
、
増
築
を
伴
わ
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
小
売
商
に
貸
し
付
け
、
又
は
譲

り
渡
す
床
面
積
の
増
加
に
係
る
部
分
及
び
そ
の
部
分
の

店
舗
面
積
の
区
分
を
明
示
し
た
そ
の
建
物
の
平
面
図
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
様
式
第
四
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
変
更
が

そ
の
建
物
の
増
築
ま
た
は
改
造
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
増
築
ま
た
は
改
造
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し

た
書
面
お
よ
び
そ
の
証
拠
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
様
式
第
五
の
届
出
書
に
、
小
売
商
に
貸
し

付
け
、
若
し
く
は
譲
り
渡
す
床
面
積
又
は
そ
の
建
物
内

の
店
舗
面
積
の
合
計
を
減
少
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

の
減
少
に
係
る
部
分
及
び
減
少
後
に
お
け
る
そ
の
建
物

内
の
店
舗
面
積
の
区
分
を
明
示
し
た
そ
の
建
物
の
平
面

図
を
、
そ
の
建
物
内
の
店
舗
面
積
の
区
分
を
変
更
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
に
お
け
る
そ
の
建
物
内
の

店
舗
面
積
の
区
分
を
明
示
し
た
そ
の
建
物
の
平
面
図
を

添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
渡
、
貸
付
若
し
く
は
返
却
又
は
相
続
、
合
併
若

し
く
は
分
割
の
事
実
を
証
す
る
書
面

二
　
そ
の
建
物
の
一
部
に
つ
い
て
の
譲
渡
、
貸
付
若
し

く
は
返
却
又
は
相
続
若
し
く
は
分
割
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
部
分
及
び
そ
の
部
分
の
店
舗
面
積
の
区
分
を
明

示
し
た
そ
の
建
物
の
平
面
図

（
書
類
の
閲
覧
）

第
九
条
　
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
四
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
第
四
条
の
財
務
省

令
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
、
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
者
は
、
小
売
市
場
開
設
者
か
ら
当
該
建
物

の
全
部
又
は
一
部
で
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る

も
の
の
譲
渡
、
貸
付
け
又
は
返
却
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
（
そ
の
店
舗
の
用
に
供
す
る
た
め
当
該
建
物
の
全
部

又
は
一
部
で
同
項
の
許
可
に
係
る
も
の
の
譲
渡
、
貸
付

け
又
は
返
却
を
受
け
よ
う
と
す
る
小
売
商
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
調
査
の
申
出
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

し
よ
う
と
す
る
中
小
小
売
商
団
体
（
以
下
「
団
体
」
と

い
う
。
）
は
、
様
式
第
六
の
二
に
よ
る
申
出
書
を
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
団
体
の
定
款
、
団
体
の
構
成
員
の
名
簿
そ
の
他
の

書
類
で
あ
つ
て
、
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
中
小
小
売
商
団
体
の
要
件
（
法
第
十
六
条
の
七

に
規
定
す
る
商
店
街
振
興
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
同

条
に
規
定
す
る
商
店
街
振
興
組
合
等
の
要
件
。
第
十

一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
も
の

1



二
　
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
開

始
又
は
拡
大
の
計
画
を
有
し
て
い
る
と
認
め
る
理
由

を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が

団
体
の
正
式
決
定
を
経
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
面

（
調
査
事
項
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
画
」
と
い
う
。
）
に
係
る

事
業
の
開
始
又
は
拡
大
の
時
期

二
　
計
画
に
係
る
事
業
の
規
模

三
　
計
画
に
係
る
事
業
の
目
的
物
た
る
物
品
の
種
類

四
　
計
画
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
及
び
事
業
の
目
的

物
た
る
物
品
の
主
た
る
供
給
地
域

（
あ
つ
せ
ん
ま
た
は
調
停
）

第
十
条
　
法
第
十
五
条
の
あ
つ
せ
ん
ま
た
は
調
停
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
相
手
方
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
あ
つ
せ
ん
ま
た
は
調
停
を
求
め
る
事
項

四
　
紛
争
の
問
題
点
お
よ
び
交
渉
経
過
の
概
要

五
　
そ
の
他
あ
つ
せ
ん
ま
た
は
調
停
を
行
う
に
際
し
参

考
と
な
る
事
項

第
十
一
条
　
削
除

（
調
整
の
申
出
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
様
式
第
六
の
三
の

申
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
団
体
の
定
款
、
団
体
の
構
成
員
の
名
簿
そ
の
他
の

書
類
で
あ
つ
て
、
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
中
小
小
売
商
団
体
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
も
の

二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
理
由
及
び
調
整
の
必

要
性
を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が

団
体
の
正
式
決
定
を
経
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
面

（
利
害
関
係
者
の
選
定
等
）

第
十
一
条
の
三
　
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
又
は
法
第
十

六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
く
べ
き
利

害
関
係
者
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な

理
由
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
選
定
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
選
定
に
際
し
て
は
、
円

滑
な
調
整
を
妨
げ
な
い
範
囲
内
で
で
き
る
限
り
多
く
の

分
野
の
利
害
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
四
　
法
第
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
又

は
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
務

大
臣
が
意
見
を
聴
く
べ
き
利
害
関
係
者
の
選
定
は
、
意

見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
を
有
す
る
者

の
う
ち
か
ら
主
務
大
臣
が
指
名
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
名
に
準
用
す

る
。

（
証
明
書
）

第
十
二
条
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、

様
式
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
十
三
条
　
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
、
事
案

の
要
旨
並
び
に
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
利
害
関
係
人

は
意
見
の
聴
取
の
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
次
の
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て

は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
そ
の
事
案
に
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る

事
実

三
　
意
見
の
概
要

２
　
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
届
出
を
し
た
者
の
う
ち
か
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
者
を
指
定
し
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
の
三
日

前
ま
で
に
、
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
意
見
の
聴
取
の
期

日
の
二
十
日
前
ま
で
に
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
四
年
七

月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
九
月
二
二
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
九
月
二
十
四
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
五
月
一
四
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六

年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
二
日
大
蔵
省
・
厚

生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
・

厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
大
蔵

省
・
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
日
財
務
省
・
厚

生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１

様式第１ 

 

小売市場貸付又は譲渡許可申請書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                       氏名又は名称及び住所並びに法 

                       人にあつてはその代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第３条第１項の許可を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 
１ その建物の所在する場所 

２ 小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積 

３ その建物内の店舗面積の合計及び区分 

４ その建物をその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す小売商の数及びその

小売商が主として販売する物品の種類 

５ その建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため貸し付

ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件又はその建物をそ

の申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため譲り渡す小売商から徴

するその建物に係る譲渡代金の額その他の譲渡条件 

 イ 貸付条件 

  （１） 貸付条件 

  （２） 敷金 

  （３） その他の事項 

 ロ 譲渡条件 

  （１） 譲渡代金 

  （２） その他の事項 

６ 法人にあつては、その業務を執行する役員の氏名及び住所 

 

様
式
第
２

様式第２ 

 

小 売 市 場 貸 付 届 出 書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                       氏名又は名称及び住所並びに法 

                       人にあつてはその代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第６条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 
１ その建物の所在する場所 

２ 小売商に貸し付けている床面積 

３ その建物内の店舗面積の合計及び区分 

４ その建物をその店舗の用に供させるため貸し付けている小売商の数及びその小売商が

主として販売する物品の種類 

５ その店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の

額その他の貸付条件 

 イ 貸付料金 

 ロ 敷金 

  ハ その他の事項 

６ 法人にあつては、その業務を執行する役員の氏名及び住所 
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様
式
第
３

様式第３ 

 

床 面 積 増 加 許 可 申 請 書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                       氏名又は名称及び住所並びに法 

                       人にあつてはその代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第７条第１項の規定により、小売商に貸し付け、または譲り渡

す床面積の増加の許可を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 
１ その建物の所在する場所 

２ 増加しようとする小売商に貸し付け、または譲り渡す床面積 

 

 

 

様
式
第
４

様式第４ 

 

貸付条件または譲渡条件変更許可申請書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                       氏名又は名称及び住所並びに法 

                       人にあつてはその代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第７条第１項の規定により、貸付条件または譲渡条件の変更の

許可を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 
１ その建物の所在する場所 

２ 変更の内容 

３ 変更の理由 

 

 

 

様
式
第
５

様式第５ 

 

氏 名 等 変 更 届 出 書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                       氏名又は名称及び住所並びに法 

                       人にあつてはその代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第７条第３項の規定により、同法第４条第１項第１号（第２号、

第２号の２、第３号）の事項に変更があつたので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 
１ その建物の所在する場所 

２ 変更の内容 

３ 変更の理由 

 

 

 

様
式
第
６

様式第６ 

 

小売市場開設者承継届出書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                       氏名又は名称及び住所並びに法 

                       人にあつてはその代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第９条第３項の規定により、小売市場開設者の地位を承継した

ので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 
１ その建物の所在する場所 

２ 承継の期日 

３ 被承継人の氏名または名称および住所 

４ 承継の原因 

５ 承継に係る小売商に貸し付け、または譲り渡す床面積 
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様
式
第
６
の
２

様式第６の２ 

 

調 査 の 申 出 書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                   住所  

名称及び代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第 14条の２第１項の規定により、下記１の大企業者の事業の開

始又は拡大の計画の内容に関し、下記２の事項を調査するよう申し出ます。 

 

記 

 
1 大企業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 

2 調査事項 

 

 （記載要領） 

  記２の「調査事項」の欄には、小売商業調整特別措置法施行規則第９条の３に掲げる

事項のうち全部又は一部を記載すること。 

 

 

様
式
第
６
の
３

様式第６の３ 

 

調 整 の 申 出 書 

 
                                年  月  日 
 

 都道府県知事 

          殿 

 

                   住所  

名称及び代表者の氏名 

 

 小売商業調整特別措置法第 16条の２第１項の規定により、下記の大企業者の事業の開始

又は拡大に関し、同法第 16条の３第１項に基づき下記２の勧告をするよう申し出ます。 

 

記 

 
１ 大企業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 

２ 勧告の内容 

 

 

様
式
第
７

様式第７ 

 

表 

 

 

                              第    号 

 

         小売商業調整特別措置法第 19条第３項の規定に 

                よる身分証明書 

 

職名及び氏名 

 

                       年  月  日生  

  

    年  月  日発行 

 

 

     都道府県知事     印 

 

 

 

 

裏 

 

小売商業調整特別措置法抜すい 

   第 19条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会 

    事業を行う者、小売市場開設者若しくは第３条第１項の許可に係る建物 

    内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これら 

     の者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類 

    を検査させることができる。 

   ３ 第１項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を 

    携帯し、関係人に提示しなければならない。 

   ４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた 

    ものと解してはならない。 

   第 23条 次の各号の一に該当する者は、１万円以下の罰金に処する。 

   （３） 第 19条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 
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